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運転免許証を自主返納した 65 歳以上の人が対象

バス・タクシーの利用助成券を交付します

　全国的に高齢者ドライバーが当事者となる痛

ましい事故が発生しています。高齢者は加齢に

より身体機能や認知機能が低下し、操作に遅れ

が出て重大な事故につながる恐れがあります。

　ご自身の運転に自信がなくなった、または車

の運転に少しでも不安を感じる高齢者ドライ

バーの皆さん、この機会に運転免許証の自主返

納を考えてみませんか。

■対象

　次の①～③を全て満たす人

① 平成29年４月１日以降に運転免許証を自主返

納した人

②運転免許証返納時に満65歳以上の人

③ 運転免許証返納時および助成券申請時に市内

に住所がある人

■交付する助成券

　10,000円分

※交付は１人１回。本人の利用に限る

■利用可能交通機関

▶�市内に発着地のある路線バス（高速バスは除

く）

▶予約乗合バス・タクシー

▶�花巻地区タクシー業協同組合に加入している

タクシー

▶市内に事業所を有するタクシー

■ 利用期限

　交付日の属する年度の翌年度末日

■申請方法

　次の①②を持参の上、新館市民生活総合相談

センターまたは各総合支所市民生活係に提出

① 県公安委員会から交付される「申請による運

転免許の取消通知書」

②印鑑

【問い合わせ】

��新館市民生活総合相談センター（☎41‐3551）

※�工事の進捗状況等により期間に変更が生じる場合

があります

国道４号 道の駅「石鳥谷」への進入路および
構内通路の通行止めについてお知らせします
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※身障者用駐車場利用者のみ通行可

　道の駅「石鳥谷」のリニューアル工事に伴い、国道

４号上り車線から道の駅「石鳥谷」構内への進入が当

面の間できなくなります。道の駅「石鳥谷」を利用す

る際は、交差点を左折し市道経由で進入願います。

※�道の駅「石鳥谷」構内の通路の一部も通行止めしま

す

■ 通行止め期間　４月11日（月）～令和５年３月31日（金）

【問い合わせ】

 
△  

国土交通省岩手河川国道事務所（☎019-　　    

624-3291）

 
△

石鳥谷総合支所産業係（☎41-3442）

　市で実施していた道の駅「石鳥谷」構内にある石鳥谷総合物産センター「酒匠館」の改修工事が３月に完

了しました。これに伴い、昨年10月から「りんどう亭大食堂」で仮営業をしていた「お土産物産館 酒匠館」

は４月１日（金）から、「酒匠館」で営業を再開。また、「産直杜
もり

の蔵」が「酒匠館」の旧食堂部分に移転し、営

業を開始します。

※「お食事処�りんどう亭」は、客席数を増やし引き続き営業します

道の駅「石鳥谷」 酒匠館が営業再開します

【問い合わせ】
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改修工事に関すること
　 

△

石鳥谷総合支所産業係（☎41-3442）

� �
◉

店舗営業時間などに関すること
　 

△  

酒匠館（☎45-6868）
　 

△
�りんどう亭（☎45-6563）　  △
�産直杜の蔵（☎45-6881）▲「酒匠館」の正面 ▲ 酒匠館内「お食事処 りんど

う亭」へ進む通路

　市では、がん治療により生じた脱毛などの容姿変

化を気にせずに、社会参加に前向きに取り組めるよ

う、医療用ウィッグの購入費用の一部を助成してい

ます。

　これに加え、４月１日から、がん治療により乳房

切除術を受けた人の乳房補正具の購入費の一部助成

も開始します。

■ 対象　がんと診断され、次に該当する市民▶治療

に伴う脱毛の影響により医療用ウィッグ（全頭用）

を購入した市民▶乳房切除術を受け４月１日以降

に乳房補正具（体内に挿入する人工乳房を除く）を

購入した市民

■助成対象経費・補助率　

■申請期限 　購入費用支払い後、６カ月以内

※�やむを得ない事由により６カ月以内に申請できな

かった場合は、健康づくり課にご相談ください

■ 申請方法　申請書類に必要事項を記入の上▶領収

書（品名や金額が記載されているものに限る）の写

し▶がん治療受診確認書類（診断書、治療方針計

画書、治療方法手術に関する説明書など）の写し

▶本人確認書類（運転免許証、保険証、マイナン

バーカードなど）▶口座通帳の写し―を添えて、

下記へ持参または郵送

＊�申請書類は、健康づくり課、各総合支所健康づく

り窓口に備え付けているほか、市ホームページに

掲載しています

　

医療用ウィッグ・乳房補正具の購入費を助成します

補正具の種類 助成対象経費 補助率

医療用ウィッグ
（全頭用）

対象者１人につき本体１台分の

医療用ウィッグ（１回限り）

※�付属品やケア用品などの購入

費用は対象外

購入費用の

２分の１

（上限３万円）

乳 房 補 正 具

（左・右）

対象者１人につき本体１個分の

補正パッドまたは人工乳房本体

（左右それぞれ１回限り）

※上記を固定する下着等は対象外

購入費用の

２分の１

（上限２万円）

【 問い合わせ・提出先】

  健康づくり課（〒025‐0055 南万丁目970‐5 ☎41‐

3614）、各総合支所健康づくり窓口（大迫☎41‐

3128、石鳥谷☎41‐3448、東和☎41‐6518） 

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集


